
寒 川町 基準 該当居 宅サ ービ ス事 業者及 び基 準該 当居 宅介護 支援 事業 者の 登録等 に関 す

る 規則 新旧 対照表  

現 行  改 正案  

～ 略～  ～ 略～  

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

(基 準 該 当 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

第 6条  第 2条 の 規 定 に よ り 基 準 該 当 居 宅

サ ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す

る 者は 、基 準該 当居宅 サ ー ビ ス 事 業 所 ・

基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 登 録 申 請

書 (第 2号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

第 6条  第 2条 の 規 定 に よ り 基 準 該 当 居 宅

サ ー ビ ス 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す

る 者は 、基 準該 当居宅 サ ー ビ ス 事 業 所 ・

基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 登 録 申 請

書 (第 2号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

(1) （略 ）  (1) （略 ）  

( 2 ) 事 業 所 の 管 理 者 の 氏 名 、 経 歴 及 び

住 所  

( 2 ) 事 業 所 の 管 理 者 の 氏 名       及 び

住 所  

(3)～ (5) （略）  (3)～ (5) （略）  

( 6 ) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 に 係 る 資 産 の

状 況  

（ 削る ）  

(7) （略 ）  (6) （略 ）  

2～ 6 （略 ）  2～ 6 （略 ）  

(基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

(基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 に 係 る 登

録 の申 請 ) 

第 7条  第 4条 の 規 定 に よ り 基 準 該 当 居 宅

介 護 支 援 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す

る 者は 、基 準該 当居宅 サ ー ビ ス 事 業 所 ・

基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 登 録 申 請

書 (第 2号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

第 7条  第 4条 の 規 定 に よ り 基 準 該 当 居 宅

介 護 支 援 事 業 者 の 登 録 を 受 け よ う と す

る 者は 、基 準該 当居宅 サ ー ビ ス 事 業 所 ・

基 準 該 当 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 登 録 申 請

書 (第 2号 様 式 )に 次 に 掲 げ る 事 項 を 記 載

し た 書 類 を 添 付 し て 町 長 に 提 出 し な け

れ ばな らな い。  

(1)～ (5) （略）  (1)～ (5) （略）  

( 6 ) 当 該 申 請 に 係 る 事 業 に 係 る 資 産 の

状 況  

（ 削る ）  

(7) （略 ）  (6) （略 ）  

(8) （略 ）  (7) （略 ）  

(9) （略 ）  (8) （略 ）  

(10) （略 ）  (9) （略 ）  

～ 略～  ～ 略～  

第 11号 様式 (第 9条 関係 ) 第 11号 様式 (第 9条 関係 ) 



（ 別添 のと おり）  （ 別添 のと おり）  

～ 略～  ～ 略～  

 附  則  

 この 規則 は、平 成 30年 12月 1日 から施 行

す る。  

 




